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三党合意に基づくいわゆる教育無償化に向けた対応について(令和７年12月19日 文部科学省、総務省、財務省)

三党における議論を踏まえ、令和８年度からの円滑な実施に向け、引き続き地方側の意見を十分に尊重しつつ、以下の方向性を基本として
各制度・事業の設計及び実施に当たることとする。

１. 高校教育の振興方策について
○ 趣旨
・ 経済的事情による教育格差を是正し、子育て世帯への支援を強化するとともに、多様で質の高い教育機会の確保や選択肢の充実を目指し、
高校生等に対する授業料の支援を実施。

・ 高校教育が国民的な教育になっていることも踏まえ、所得要件を撤廃し、支給上限額を大幅に引き上げる改正を講じることで、全ての生
徒に対し、公私立を問わず多様な学びの選択肢を与える制度となる。

○ 支援対象者の範囲
・ 家庭の経済状況にかかわらず支援を実施する。
・ 外国籍生徒、外国人学校の扱いについては、現行制度の受給資格を見直し、在留資格を要件とする制度を導入することとし、具体的には、
「留学」等の我が国に定着することが見込まれない在留資格者を対象外とする。また、各種学校のうち外国人学校を指定する制度について
は、廃止する。

・ その上で、在校生（留学生を含む）については、在学関係が続く限り現行制度による支援を継続するとともに、新入生については、従前
の制度では対象となっていた者（留学生を除く）には、収入要件の設定を含めて現行制度による支援と同等の水準で支援を行い、留学生に
は留学政策等の観点から別途の支援を行う。

○ 支給上限額
・ 私立全日制は現行39.6万円を45.7万円とするとともに、私立通信制については、現行29.7万円を33.7万円とする。

○ 合理性のない授業料値上げの抑止
・ 授業料の透明性等を確保するとともに、合理性のない授業料値上げを抑止する仕組みを構築する。

○ 負担割合
・ 都道府県は、公立高校の設置者、私立高校の所轄庁として、高校教育を提供する責任があり、高校無償化に一定の責任を有していること
から、地方における安定的な財源の確保を前提に、授業料支援である高等学校等就学支援金制度の拡充にあたり、1/4の都道府県負担を導入。

○ 地方負担に関する対応
・ 今回の取組に係る地方負担については、地方財政計画の歳出に全額計上するとともに、地方の安定財源を確保した上で、一般財源総額を
増額確保。個別団体の地方交付税の算定に当たっても、地方負担の全額を基準財政需要額に算入。

・ 具体的には、地方の財政負担を的確に措置するため、各団体における公立高校の生徒数と私立高校の生徒数のそれぞれに生徒一人当たり
の支援単価を乗じて算出した額を基準財政需要額に算入し、地方団体に見える形で普通交付税を算定。

○ 公立高校や専門高校等への支援の拡充
・ 公立高校や専門高校等への支援について、安定財源を確保した上で、交付金等の新たな財政支援の仕組みの構築や緊要性のある取組等の
先行実施に取り組むとともに、公立高校の施設整備等の整備に活用することのできる交付税措置のある地方債を創設。
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○ 高校教育の質の確保・向上
・ 各学校において、学びの定着度合いや学びの成果を把握し、その結果等を教育活動の改善に活かすとともに公表する仕組みを構築する。
・ 私立通信制については、論点を整理し、早急に定時制教育及び通信教育振興法を改正し、多様な生徒たちが取り残されない教育環境の整
備を目指す。

○ 安定財源の確保
・ 上記の取組を実施するための安定財源については、国の歳出改革や租税特別措置の見直し等によって捻出することを想定。地方分につい
ても、租税特別措置の見直し等による増収分を充てるほか、令和９年度予算編成・税制改正に向けて責任を持って財源確保を図ることとし、
財源確保が完成するまでの間、まずは令和８年度については地方財政措置を通じて適切に対応。あわせて、地方の税財源の充実確保に努め
る。

○ その他
・ 必要な事務費は適切に措置。事務負担の軽減についても検討。

２. 学校給食費の抜本的な負担軽減（いわゆる給食無償化）について

以下の内容に沿って、令和８年４月から小学校段階での学校給食費の抜本的な負担軽減を実施。

○ 趣旨
・ 保護者負担の軽減を通じた子育て支援に取り組む自治体への支援として実施。また、農林水産省など関係省庁が連携して、栄養水準の確
保や地産地消の推進など、「給食の質の向上」に向けた取組を推進。

・ 「いわゆる給食無償化」の表現については、完全な学校給食費の無償化を想起させ、自治体の財政負担の増加を招いたり、逆に予算の制
約により給食の質の低下につながったりすることが懸念されるため、今回の取組の趣旨が保護者負担となっている学校給食費の抜本的な負
担軽減であることを明確化し、正確な趣旨の周知に取り組む。

○ 支援対象者の範囲
・ 給食を実施する公立の小学校（義務教育学校前期課程及び特別支援学校小学部を含む）を支援。
・ 給食実施校の児童については、保護者の所得にかかわらず、一律に支援対象。生活保護の教育扶助や要保護児童生徒、特別支援教育就学
奨励費の対象となっている児童は、現行制度の適用を優先。

・ 給食未実施校に対しては、完全給食実施に向けて必要となる施設整備等について、令和７年度補正予算において先行的に支援を実施。

○ 支援の基準額等
・ 完全給食実施校については、令和５年実態調査における平均額に、近年の物価動向を加味し、一月当たり5,200円。
・ 毎年給食費に関する調査を実施し、その上で、基準額については、今回の取組の実施状況や物価動向等を踏まえ、適切な額を設定。
・ 補食給食・ミルク給食実施校や特別支援学校小学部についても、同様の考え方により基準額を設定。
・ 基準額を超える部分については、学校給食法に基づき、引き続き保護者から給食費を徴収することが可能。また、特色ある給食の提供に
係る各省関係事業等を柔軟に活用可能とし、各市町村の工夫で更なる負担軽減を行うことも可能。

・ 非喫食者の取扱いは、学校設置者の判断に委ねる。
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○ 実施方法と学校給食法との関係
・ 学校給食法の改正は行わず、自治体に対する予算補助として実施。給食費負担軽減交付金（仮称）の創設により、食材費相当額（給食実
施校の在籍児童数に支援の基準額を乗じた額）を対象として支援。

・ 必要な事務費は適切に措置。
・ 現場が対応可能な仕組みとなるよう、今回の取組の円滑な実施に向け、自治体との意見交換を行い、事務負担の軽減も含めた実務に関す
る検討を実施。

・ 給食費の公会計化等のためのシステム改修等について、令和７年度補正予算において先行的に支援を実施。なお、国からの支援について
は各自治体において適正に管理する必要があるが、公会計化等の実施を支援の条件とはしない。

○ 安定財源の確保
・ いわゆる教育無償化に係る安定財源については、国の歳出改革や租税特別措置の見直し等によって捻出することを想定。地方分について
も、租税特別措置の見直し等による増収分を充てるほか、令和９年度予算編成・税制改正に向けて責任を持って財源確保を図ることとし、
財源確保が完成するまでの間、まずは令和８年度については地方財政措置を通じて適切に対応。あわせて、地方の税財源の充実確保に努め
る。

○ 給食の質の向上
・ 各自治体の取組を尊重することとし、農林水産業の振興や地方創生の観点からの支援により対応。
・ 地産地消やみどりの食料システム戦略推進等に係る農林水産関係事業等の活用を促すとともに、学校給食における地産地消等の好事例の
収集・横展開を進める。

○ 負担割合
・ 子育て支援を図るとの制度趣旨や、広域的な支援により財政力の違いによらず各市町村の給食の質を確保すべきとの観点から、地方にお
ける安定的な財源の確保を前提に、1/2の都道府県負担を導入。

・ なお、人件費（県費負担教職員除く）や施設設備の修繕費といった学校給食の運営に要する経費の負担や、献立作成、食材等の確保は、
引き続き、学校設置者である市町村が実施。

○ 地方負担に関する対応
・ 今回の取組に係る地方負担については、地方財政計画の歳出に全額計上するとともに、地方の安定財源を確保した上で、一般財源総額を
増額確保。個別団体の地方交付税の算定に当たっても、地方負担の全額を基準財政需要額に算入。

・ 具体的には、各団体における児童数に児童一人当たりの支援単価を乗じて算出した額を基準財政需要額に算入し、地方団体に見える形で
普通交付税を算定。

３. その他

・ 子ども子育てに関する国の役割や、ナショナルスタンダードの観点も踏まえて、全国的な支援の在り方を財源も含め、地方団体と協議し
ながら検討する。

・ 今回の進め方を前例としないようにとの指摘を真摯に受け止め、今後、地方にとって重要なテーマについては、関係する地方団体と十分
な時間的余裕を持って丁寧に協議することとする。

・ 各制度・事業の開始後、一定期間を経た後に、事業の進め方や課題、法制面等について、地方団体を交えて検証。中学校給食についても、
小中学校の給食実施状況の違い等も含めた課題の整理を行った上で検討。

・ 上記のほか、一連の三党合意と地方団体の意見を踏まえた取組について、真摯に対応。
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高等学校教育改革等推進事業費（仮称）の創設

○ いわゆる高校無償化による公立高校への影響を考慮し、地方団体が地域の実情に応じて公立高校等における今後の
社会・経済の発展を支える人材育成に向けた取組を進められるよう、新たに「高等学校教育改革等推進事業費（仮
称）」を計上し、「高等学校教育改革等推進事業債（仮称）」を創設

１．対象事業

２．地方財政措置 令和８年度～令和13年度

1,000億円

３．事業期間

４．事業費

地方債充当率：90％、交付税措置率：50％
※施設の新増築・建替については、交付税措置率30％

高等学校教育改革実行計画※に基づき実施する以下の地方単独事業
※文部科学省が令和７年度中に提示する高校教育改革に関する基本方針（グランドデザイン（仮称））を踏まえ、都道府県において策定される計画

（例） ・ 理数系教育推進のための機器導入
・ 探究的な学びの実施に向けた施設整備

（スマート農業対応温室）

専門高校※の機能強化・高度化
に資する施設設備の整備

（１） 普通科改革を通じた高校の特色化・
魅力化に資する施設設備の整備

（２） 地理的アクセス・多様な学びの確保
に資する施設設備の整備

（３）

（マシニングセンタ）

（例） ・ 遠隔授業配信拠点の整備
・ 特別な教育的支援のための

施設設備の整備

（例） ・ 先端技術を活用した機器導入
・ 専門的な指導強化のための施設整備

（化学生物系実験室） （探究型学習空間） （遠隔授業配信センター） （校内エレベーター）

※工業高校、農業高校等

※高等専門学校への転換等のための
施設設備の整備も対象
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⾼等学校等就学⽀援⾦等

課題
背景説明

○ 家庭の経済状況にかかわらず、⾃らの希望に応じた教育を受けるこ
とのできる環境を整備し、⾼校⽣等が安⼼して教育を受けることがで
きるよう、家庭の教育費負担の軽減を図ることが喫緊の課題。

⽬的・⽬標
○ ⾼等学校等の授業料に充てるために⾼等学校等就学⽀援⾦を⽀給することで、

家庭の教育費負担の軽減を図り、⾃らの希望に応じた教育を受けることのできる環
境を整備し、教育の機会均等を図り、もって、我が国社会を担う豊かな⼈間性を
備えた⼈材の育成に資する。

令和８年度予算額（案） 5,824億円
(前年度予算額 4,074億円)

（担当︓初等中等教育局修学⽀援プロジェクトチーム）

事業内容（事業実施期間︓平成２２年度〜、【新制度】令和８年度〜）
◆自由民主党・公明党・日本維新の会 無償化を含む、多様で質の高い教育の在り方に関する検討チームによる三党合意（令和７年10月29日、

令和７年12月18日）に基づき、いわゆる⾼校無償化については、我が国社会を担う⼈材育成のため、⾼校⽣等の授業料に充てる⾼等学校等就学
⽀援⾦制度の拡充を図り、年収に関わらず、⾼等学校等に通う⽇本⼈等の⽣徒を対象に、⾼等学校等就学⽀援⾦を⽀給。また、国と地⽅の役割分
担の在り⽅を踏まえ、これまでの10／10国負担から１／４の都道府県負担を導⼊。 （設置者が代理受領）

公・私⽴⾼校等︓国３／４、都道府県１／４
国⽴⾼校等 ︓国１０／１０

負担
割合
負担
割合

新制度
対象校種
新制度

対象校種
⾼等学校、中等教育学校（後期課程）、特別⽀援学校（⾼等部）、⾼等専⾨学校（1〜3年）、専修学校⾼等課程、専修学校⼀般課程及び
各種学校のうち国家資格者養成課程（中学校卒業者を⼊所資格とするもの）を置くもの、海上技術学校

公・私⽴⾼校等︓都道府県
国⽴⾼校等 ︓国

実施
主体

新制度
対象者
新制度
対象者

上記の対象校種に在学し、日本国内に住所を有する者のうち、以下①～⑦のいずれかに該当する者。
①日本国籍を有する者、②特別永住者、③永住者、④日本人の配偶者等、⑤永住者の配偶者等、⑥定住者のうち将来永住する意思があると認められた者、
⑦家族滞在のうち日本で出生､又は小学校卒業までに来日し､小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

【新制度】 所得制限 ︓なし
⽀給上限額︓11万8800円（公⽴）、 45万7200円（私⽴）

※ 国⽴⾼校等についても、実質無償。
※ 私⽴⾼校等の通信制課程に通う⽣徒の⽀給上限額は 33万7200円。

【参考（予算補助）】新制度対象外となる新入生（留学生を除く）
が対象

【経過措置】新制度対象外となる在校生（留学生を含む）が対象

※新たな制度の検証については、法施⾏後、３年以内の期間に⼗分な検証を⾏った上で、必要な制度の⾒直しを実施。

⽀給上限額

年収⽬安

45万7200円
（私⽴⾼校の平均授業料

を勘案した⽔準） 【所得制限なし】

年収⽬安

⽀給上限額

11万8800円
私⽴⾼校等は旧制度と同様の加算

（国公私⽴共通）旧制度と同様の⽀援

39万6000円

590万円 910万円

【⾼等学校等就学⽀援⾦（経過措置）】 【新修学⽀援（予算補助）】

11万8800円
（公⽴⾼校の授業料）

年収⽬安

⽀給上限額

私⽴⾼校等は旧制度と同様の加算

（国公私⽴共通）旧制度と同様の⽀援

590万円 910万円

39万6000円

11万8800円

＜内訳＞ ⾼等学校等就学⽀援⾦交付⾦ 5,800億円
公⽴⾼等学校授業料不徴収交付⾦ 0.1億円
⾼等学校等就学⽀援⾦事務費交付⾦ 24億円

文部科学省資料
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学校給⾷費の抜本的な負担軽減（いわゆる給⾷無償化） 1,649億円令和８年度予算額（案）

）（新規

（担当︓総合教育政策局健康教育・⾷育課）

国 都道府県 市町村配分

⼦育て⽀援に取り組む⾃治体を⽀援する観点から、各般の合意等（★）に基づき、学校給⾷費の抜本的負担軽減のための
「給⾷費負担軽減交付⾦」を創設し、都道府県に対し交付する。 （※個⼈ではなく、⾃治体向けの⽀援策）

給⾷費負担軽減交付⾦
（1/2）

事業内容

完全給⾷ ︓パン⼜は⽶飯等＋ミルク＋おかず
補⾷給⾷ ︓ミルク＋おかず
ミルク給⾷ ︓ミルクのみ

（基準額の考え⽅）
令和5年度学校給⾷費調査の全国平均（完全給⾷の場合、

⼩学校で4,688円）に、近年の物価動向を加味して設定

 ⼩学校段階(公⽴)の学校給⾷に係る⾷材費を⽀援（国1/2、都道府県1/2）
• ⽀援額(※１)︓ 給⾷実施校の在籍児童数(※２) ×基準額(※３) × 11か⽉ × 1/2

※１︓特別⽀援学校⼩学部においては、特別⽀援教育就学奨励費負担⾦を優先し、同負担⾦
による⽀援が基準額に満たない場合、基準額との差額を⽀援

※２︓毎年5⽉1⽇現在。また、⽣活保護の教育扶助、要保護児童に該当する児童を除く。
※３︓都道府県からの申請が、右記の額を下回る場合には、その⾦額

• 基準額を超える部分については、学校給⾷法に基づき、引き続き、保護者から徴収可能
（特⾊ある給⾷の提供に係る各省関係事業等も柔軟に活⽤可能）

• ⾮喫⾷者の取扱いについては、学校設置者の判断に委ねる（※交付⾦については、⾮喫⾷者
も含めた在籍児童数で算定。）

• 「⾃由⺠主党、公明党、⽇本維新の会 合意」（令和7年2⽉25⽇）
• 「学校給⾷費の抜本的な負担軽減（いわゆる給⾷無償化）について」（令和7年12⽉18⽇⾃由⺠主党・

公明党・⽇本維新の会 無償化を含む、多様で質の⾼い教育の在り⽅に関する検討チーム）
• 三党合意に基づくいわゆる教育無償化に向けた対応について（令和7年12⽉19⽇ ⽂部科学省・総務省・

財務省）

★

特別⽀援学校
⼩学部

⼩学校・義務教
育学校前期課程基準額

6,200円5,200円完全給⾷

5,800円4,800円補⾷給⾷

1,200円1,200円ミルク給⾷

※都道府県の事務費は、国費において措置

 基準額

1/2の都道府県負担分
について、地⽅財政措置

文部科学省資料
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脱炭素化推進事業債等の延長・拡充

○ 地球温暖化対策計画（令和７年２月閣議決定）を踏まえ、温室効果ガスの「2050年ネット・ゼロ」の実現に向け、地域
脱炭素を加速化するため、脱炭素化推進事業債等を延長・拡充

○ 延長期間は、地球温暖化対策計画に位置づけられた実行集中期間を踏まえ、令和12年度までの５年間とする

【対象事業】 ※赤字は拡充分 ※公営企業についても同様に措置

（１） 地方単独事業として実施するもの

①公共施設等における再生可能エネルギー設備等の整備

※売電を主目的とするものは原則対象外としていたが、
発電電力を地域内で消費するための売電を主目的として
自治体が整備するものを対象に追加

②公共施設等をZEB※基準に適合させる改修等

③公共施設等を省エネ基準に適合させる改修

※建物全体が基準を満たす場合に加え、空調等の各設備
が個別に省エネ基準を満たす場合を対象に追加

④公共施設等へのLED照明導入のための改修

⑤公用車における電動車※の導入・充放電設備の整備

※電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、
ハイブリッド車

（２） 国庫補助事業として実施するもの

ペロブスカイト太陽電池の導入

※一般補助施設整備等事業債の対象に追加

【地方財政措置】

地方債充当率 90％

（１）①及び②の事業

（１）③及び④の事業

（１）⑤の事業

交付税措置 50％

30％

30～50％※

※ 財政力に
応じて措置

国庫補助 2/3 （又は3/4）
交付税措置 50%

令和８年度～令和12年度（５年間）

１．対象事業

３．事業期間

２．地方財政措置

地方債充当率 90%

※売電が主目的の場合、対象事業費は1/2

※個別の省エネ基準適合の場合、交付税措置30%

1,000億円 （令和７年度： 1,000億円）４．事業費

※ZEB(Net Zero Energy Building)とは、一定の省エネルギーを図った上で、
再生可能エネルギー等の導入により、エネルギー消費量を更に削減した建築物

（２）の事業
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○ 国民の生命や健康を支える食料安全保障の確保の観点から、食料・農業・農村基本法に基づく農業構造転換集中対策

期間（令和11年度まで）において、国が別枠で予算を確保し、施策の充実強化を行うことを踏まえ、それに伴う地方負担に

ついて「農業構造転換集中対策事業債（仮称）」を創設

○ 防災重点農業用ため池の防災工事に係る地方財政措置について、対象事業を追加した上で、事業期間を５年間延長

農地の大区画化のイメージ

（１） 対象事業
国が別枠で予算を確保して実施する以下の事業
① 農業農村整備（農地の大区画化等）
② 共同利用施設の再編集約・合理化

１．農業構造転換集中対策への対応

（２） 地方財政措置（農業構造転換集中対策事業債（仮称））
地方債充当率：100％ 交付税措置率：50％

（４） 事業費（令和８年度）
760億円（地方負担額ベース153億円）

共同利用施設のイメージ

（３） 事業期間
農業構造転換集中対策期間（令和11年度まで）

２．防災重点農業用ため池の防災工事に係る地方財政措置の拡充・延長

（１） 対象事業の追加
国営事業として実施する防災重点農業用ため池の防災工事

（２） 地方財政措置(公共事業等債）
地方債充当率：90％ 交付税措置率：50％

（３） 事業期間
令和８年度～令和12年度（５年間延長）

穀類乾燥調製施設

集出荷貯蔵施設

防災重点農業用ため池の防災工事のイメージ

改修前 改修後
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(参考)

令和７年度

予算額

令和８年度
予算案

事 業 内 容事 項

7,000前年同額子ども・子育て支援新制度の着実な実施・社会的養育の充実（注３）

子ども・子育て支援
979前年同額育児休業中の経済的支援の強化（注４）

909
1,615

960
1,563

病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等
・ 地域医療介護総合確保基金（医療分）
・ 診療報酬改定における消費税増収分等の活用分

医療・介護サービス
の提供体制改革

医
療
・
介
護

1,196
414
524
752
689

前年同額
508
430

前年同額
前年同額

地域包括ケアシステムの構築
・ 平成27年度介護報酬改定における消費税増収分等の活用分（介護職員の処遇改善等）
・ 在宅医療・介護連携、認知症施策の推進など地域支援事業の充実
・ 地域医療介護総合確保基金（介護分）
・ 令和４年度における介護職員の処遇改善
・ 令和６年度における介護職員の処遇改善

693前年同額
国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充・子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の
減額措置

医療・介護保険
制度の改革

900前年同額被用者保険の拠出金等に対する支援

248前年同額70歳未満の高額療養費制度の改正

1,190前年同額介護保険の第１号保険料の低所得者軽減強化

200前年同額介護保険保険者努力支援交付金

3,816前年同額
国民健康保険への財政支援の拡充
（低所得者数に応じた財政支援、保険者努力支援制度等）

15前年同額国民健康保険の産前産後保険料の免除

47前年同額こども医療費助成に係る国民健康保険の減額調整措置の廃止

2,089前年同額難病・小児慢性特定疾病に係る公平かつ安定的な制度の運用 等
難病・小児慢性
特定疾病への対応

644前年同額年金受給資格期間の25年から10年への短縮

年 金 3,958前年同額年金生活者支援給付金の支給

108110遺族基礎年金の父子家庭への対象拡大

27,98627,987合 計

令和８年度における「社会保障の充実」（概要）

（注１） 金額は公費（国及び地方の合計額）。計数は、四捨五入の関係により、端数において合計と合致しないものがある。

（注２） 消費税増収分（2.4兆円）と社会保障改革プログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果（▲0.4兆円）を活用し、上記の社会保障の充実（2.8兆円）の財源を確保。

（注３） 「子ども・子育て支援新制度の着実な実施・社会的養育の充実」の国費分については全額こども家庭庁に計上。

（注４） 「育児休業中の経済的支援の強化」の国費分については他省庁分を含む。

（単位：億円）
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社会保障の充実と財政健全化のバランスを取りつつ、安定財源として、2019年10月に予定される消費税率10％への引上げによる財源を活用する。消費税率の
２％の引上げにより５兆円強の税収となるが、この増収分を教育負担の軽減・子育て層支援・介護人材の確保等と、財政再建とに、それぞれ概ね半分ずつ充当する。
前者について、新たに生まれる1.7兆円程度を、本経済政策パッケージの幼児教育の無償化、「子育て安心プラン」の前倒しによる待機児童の解消、保育士の処遇改
善、高等教育の無償化、介護人材の処遇改善に充てる。これらの政策は、2019年10月に予定されている消費税率10％への引上げを前提として、実行することとする。

新しい経済政策パッケージについて（平成29年12⽉８⽇閣議決定）（抜粋）

（注１） 金額は公費（国及び地方の合計額）。計数は、四捨五入の関係により、端数において合計と合致しないものがある。

（注２） 「子育て安心プラン」の実現に必要な企業主導型保育事業（幼児教育・保育の無償化の実施後は、３歳から５歳までの子供たち及び０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子供たちの企業主導型保育事業の利用者負
担を助成する事業を含む。）と保育所等の運営費（０歳から２歳までの子供に相当する部分）には、別途、事業主が拠出する子ども・子育て拠出金を充てる。

（注３） 「待機児童の解消」、「幼児教育・保育の無償化」及び「高等教育の無償化」の国費分については全額こども家庭庁に計上。

（注４）令和８年度予算案において7,133億円（国及び地方の合計額）を計上。

（単位：億円）

(参考)

令和７年度

予算額

令和８年度
予算案事 業 内 容事 項

722

前年同額

• 「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年度末までに32万人分の受け皿を整備。
• 保育士の確保や他産業との賃金格差を踏まえた処遇改善に更に取り組む（2019年４月から

更に１％（月3,000円相当）の賃金引上げ）。（注３）

待機児童の解消

8,858
• ３歳から５歳までの全ての子供たち及び０歳～２歳までの住民税非課税世帯の子供たちの幼

稚園、保育所、認定こども園等の費用を無償化（2019年10月～）。（注３）幼児教育・保育の無償化

1,003

• リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を目指し、経験・技能のある介護
職員に重点化を図りつつ、介護職員の更なる処遇改善を実施。この趣旨を損なわない程度で、
介護職以外の職員の処遇改善も実施（2019年10月～）。

介護人材の処遇改善

6,400

• 少子化に対処するため、扶養する子供が３人以上の多子世帯や低所得者世帯の高等教育
費の負担を軽減できるよう、高等教育の修学支援（授業料等減免・給付型奨学金）を着実に
実施（2020年４月～）。（注３）（注４）

高等教育の無償化

16,983合 計

令和８年度における「新しい経済政策パッケージ」（概要）
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○基礎年⾦国庫負担割合２分の１
（平成24・25年度の基礎年⾦国庫負担割合２分の１の差額に係る費⽤を含む）

○社会保障の充実
・幼児教育・保育の無償化
・⾼等教育の無償化
・⼦ども・⼦育て⽀援新制度の着実な実施
・医療・介護サービスの提供体制改⾰
・医療・介護保険制度の改⾰
・難病・⼩児慢性特定疾病への対応
・年⾦⽣活者⽀援給付⾦の⽀給 等

○消費税率引上げに伴う社会保障４経費の増
・診療報酬、介護報酬、年⾦、⼦育て⽀援等についての物価上昇に伴う増

○後代への負担のつけ回しの軽減
・⾼齢化等に伴う⾃然増を含む安定財源が確保できていない既存の社会保障費

〈令和８年度消費税増収分の内訳〉（公費ベース）

3.5兆円

4.1兆円

0.63兆円

《増収額計：17.6兆円》

8.8兆円

（注１）増収額は、軽減税率制度による減収影響を除いている。
（注２）総合合算制度の見送りによる4,000億円を軽減税率制度の財源としている。
（注３）「こども未来戦略」（令和５年12月22日閣議決定）で示された「こども・子育て支援加速化プラン」を支える安定財源として、インボイス制度導入に伴う消費税収相当分（令和８年度予算約2,000億円）の活用を図ることとしている。

令和８年度の消費税増収分の使途
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養護・軽費老人ホームに係る地方財政措置（概要）

軽費老人ホーム【運営費】 （実施主体：都道府県、市町村）

○ 実際の入所者数によらず、標準的な経費を措置している。

都道府県：標準団体（65歳以上人口 53万人）当たり 898,642千円

市町村 ：標準団体（65歳以上人口3.1万人）当たり 2,206千円
※市町村については、標準的な経費を上回る団体に対し、
別途、特別交付税措置あり。

○ 普通交付税において、実際の被措置者数に応じた算定を行っている。［老人福祉法に基づく義務的経費であるため確実に措置］

被措置者数当たり単価（R8）：3,034千円

養護老人ホーム【措置費】（実施主体：市町村）

※ 別途、４月２日以降の措置状況を踏まえるため、９月30日現在の被措置者数に応じた特別交付税措置あり。

養護・軽費老人ホーム【施設整備費】 （実施主体：都道府県）

○ 三位一体の改革に伴い廃止された国庫補助金相当額について、充当率100％、100％交付税措置の地方債の対象としている。

都道府県１／２
施設整備事業債（一般財源化分）

都道府県１／４【任意】
（社会福祉施設整備事業債）

社会福祉法人
１／４

充当率100％、100％交付税措置 充当率80％（H22までは75％）

国１／２
（地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金）

都道府県１／４【任意】
（社会福祉施設整備事業債）

社会福祉法人
１／４

充当率75％

※参考
一般財源化前（～H17）

（単位：千円）

消費税率引上げや処遇改善に伴い、順次見直しを実施。

（参考）被措置者数当たり単価の推移

R8/H18H18…R元R2R3 R4R5R6R7R8

1.44倍2,101…2,6332,6572,7232,8312,8982,9492,9683,034

※ 令和８年度については、賃上げ・職場環境
改善支援事業（R7補正）や令和８年度介護報
酬改定を踏まえた措置費の改定に必要となる
経費を含めて措置
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特別交付税措置

 複数の地⽅公共団体や交通事業者、施設等への運送サービス
提供者による地域旅客運送サービスの共同化・協業化等も通じた連携の
取組により、共同で路線バス・乗合タクシー・公共ライドシェア等の運送を実施する
事業を調査から実証運⾏までトータルで⽀援

 補助率︓1,000万円まで定額、1,000万円を超える部分は２／３
（上限1億2,000万円）

・ 令和７年度から令和９年度までを「交通空⽩解消・集中対策期間」とする取組⽅針を策定
・ 「交通空⽩」解消に向けた「地域の⾜」の確保等に対する取組について、新たに特別交付税措置を創設。

 全国に約2,500存在する「交通空⽩」解消に⽬処をつけるため、
公共ライドシェア・デマンド交通・乗合タクシー等の導⼊や、医療・福祉・
教育等の他分野の関係者が連携して移動⼿段を⽀える仕組みの構築を
調査から実証運⾏までトータルで⽀援

 補助率︓500万円まで定額、500万円を超える部分は２／３
（上限１億円）
※東京23区及び三⼤都市圏の政令指定都市（川崎・横浜・相模原・さい

たま・千葉・名古屋・京都・⼤阪・堺・神⼾）は１／３（定額無し）

国庫補助
（ 「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開事業）

「交通空白」解消に向けた取組への特別交付税措置について

「交通空⽩」解消タイプ

共同化・協業化促進タイプ

国庫補助（「交通空⽩」解消タイプ⼜は
共同化・協業化促進タイプ）を受けて
実施する取組に係る地⽅負担について、
特別交付税措置
措置率（0.8×財政⼒補正）

ただし、以下の①〜③の取組については、
措置率（0.5×財政⼒補正）

①「地域の⾜」に係る「交通空⽩」の解消を対象としていない取組
（「観光の⾜」に係る「交通空⽩」解消のみを対象としている取組など）

②道路運送法第78条第3号に基づく「⽇本版ライドシェア」の取組
③「交通空⽩」解消タイプのうち、東京23区及び三⼤都市圏の政

令指定都市を対象とする取組

（注）
・ システム構築費、⾞両費等などの運⾏に直接関連がある費⽤が対象。
（基礎データ収集・分析、協議会・説明会等開催に要する費⽤などは対象外）

・ 国庫補助上限に合わせて特別交付税対象に上限を設定。

※「地域交通DX推進タイプ」及び「モビリティ⼈材・組織育成タイプ」には特別交
付税措置なし。

国土交通省資料

13



○地方の大きな伸び代と地域特性を最大限に活か

し、東京一極集中の是正や地場産業の付加価値

向上、小規模自治体への徹底支援を通じて、地方

の暮らしの安定を実現し、「強い経済」を構築する

ため、大規模な地方創生策を推進する。

○地場産業の付加価値向上など、地方公共団体

の自主性と創意工夫に基づく地域独自の取組

を、計画から実施まで後押しする。

○人口急減地域を含む小規模自治体も交付金を

十分に活用できるよう、国が申請から実施ま

で徹底的にサポートする。

国

交付金
都道府県
市区町村

○主な対象事業

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

・地方の大きな伸び代と地域の特性を最大限に活かすため、地方
公共団体の自主性と創意工夫に基づく地域の独自の取組を支援。

・各地方公共団体による産業クラスター計画や地場産業の
成長戦略が、真に地方の活力を最大化することに繋がるような取組を
支援。

温泉施設等観光拠点の整備

スタートアップ⽀援拠点の整備 地場産品の販売促進

地域未来交付金（内閣府地方創生推進室）

令和８年度概算決定額 １,６0０.0 億円

内閣府資料
一部加工

地方財政措置

普通交付税により措置したうえで、残余は事業費に応じて特別交付税により措置ソフト事業

地方債を充当し、その元利償還金の一部を普通交付税により措置ハード事業
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